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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
五
十
五
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。令

和
三
年
十
二
月
十
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

品
川
区

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
四
年
二
月
一
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
五
日
ま

で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。
）

四

検
査
場
所

㈠

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
東
京
都
計
量
検
定

所
及
び
指
定
定
期
検
査
機
関
が
検
査
を
実
施

す
る
。

㈡

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
五
十
六
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在
場
所
定
期
検
査
を

次
の
と
お
り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

江
戸
川
区

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
四
年
二
月
一
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所

五

指
定
定
期

検
査
機
関

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会
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の
名
称

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
五
十
七
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在
場
所
定
期
検
査
を

次
の
と
お
り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

葛
飾
区

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン

を
超
え
る
も
の
及
び
同
一
の
事
業
所
で
併
せ
て
使

用
す
る
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン
以
下
の
も
の
（
分
銅

及
び
お
も
り
を
含
む
。
）

三

検
査
期
日

令
和
四
年
三
月
二
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
（
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
五
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
多
摩
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

多
摩
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

多
摩
都
市
計
画
公
園
事
業
第
八
・
二
・
一

号
連
光
寺
六
丁
目
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
三
年
十
二
月
十
日
か
ら
令
和
七
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

多
摩
市
連
光
寺
六
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
五
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
村
山
都
市
計
画
緑
地
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

東
久
留
米
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
村
山
都
市
計
画
緑
地
事
業
第
五
号
向
山

緑
地

三

事
業
施
行
期
間

令
和
三
年
十
二
月
十
日
か
ら
令
和
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

東
久
留
米
市
南
沢
三
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
三
年
東
京
都
告
示
第
九
十
一
号
東
京

都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

港
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
第
三
・
三
・
二

号
三
田
台
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
令
和

七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

平
成
二
十
三
年
東
京
都
告
示
第
九
十
一

号
、
平
成
二
十
六
年
東
京
都
告
示
第
百

十
一
号
、
平
成
二
十
六
年
東
京
都
告
示

第
千
四
百
三
十
七
号
、
平
成
三
十
年
東

京
都
告
示
第
三
百
二
十
九
号
、
令
和
二

年
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
四
号
及
び

令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
千
三
百
八
十

二
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
港
区
三
田
四

丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す

る
。

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
十
一
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
清
瀬
市
中
清
戸
四
丁
目
土
地
区
画
整
理

組
合
の
設
立
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
日
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東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

清
瀬
市
中
清
戸
四
丁
目
土
地
区
画
整
理
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
三
年
十
二
月
十
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

清
瀬
市
中
清
戸
四
丁
目
の
一
部

四

事
務
所
の
所
在
地

清
瀬
市
中
里
三
丁
目
八
百
九
十
二
番
地
七

五

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
三
年
十
二
月
十
日

六

事
業
年
度

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七

公
告
の
方
法

事
務
所
及
び
清
瀬
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
十
二
号

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
士
の
免
許
を
取
り
消

し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
及
び
建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五

年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）
第
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日

令
和
三
年
十
一
月
十
一
日

二

免
許
を
取
り
消
し
た
者

氏
名

渡
邊

章
男

建
築
士
の
別

二
級
建
築
士

登
録
番
号

東
京
都
知
事
登
録
第
一
九
一
四
九
号

三

免
許
の
取
消
し
の
理
由

法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

一

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日

令
和
三
年
十
一
月
十
一
日

二

免
許
を
取
り
消
し
た
者

氏
名

波
田

泰
男

建
築
士
の
別

二
級
建
築
士

登
録
番
号

東
京
都
知
事
登
録
第
三
八
八
三
二
号

三

免
許
の
取
消
し
の
理
由

法
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

一

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日

令
和
三
年
十
一
月
十
一
日

二

免
許
を
取
り
消
し
た
者

氏
名

石
井

健
治

建
築
士
の
別

二
級
建
築
士

登
録
番
号

東
京
都
知
事
登
録
第
四
八
六
九
六
号

三

免
許
の
取
消
し
の
理
由

法
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
東
区
新
砂
二

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い

な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物



令和3年12月10日（金曜日）東 京 都 公 報（第17477号） ４

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
九
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
府
中
市
浅
間
町
一

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

法
第
五
十
一
条
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害

者
支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
十
一
月
一

日
付
け
で
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法

第
五
十
一
条
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者

支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規

則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
十
七
号

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
四
十

八
条
第
六
項
第
四
号
に
規
定
す
る
講
習
会
と
し
て
、
次
の
と
お
り
登

録
し
た
の
で
、
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百

二
十
九
号
）
第
三
十
四
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

講
習
会
の
実
施
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
益
社
団
法
人
日
本
食
品
衛
生
協
会

渋
谷
区
神
宮
前
二
丁
目
六
番
一
号

二

講
習
会
の
実
施
期
間

㈠

食
肉
製
品
関
係
科
目

令
和
四
年
二
月
十
五
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
三
日
ま
で

㈡

添
加
物
関
係
科
目

令
和
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
日
ま
で

三

登
録
年
月
日

令
和
三
年
十
一
月
十
七
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
十
八
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
四
年
に
お
け
る
と
び
う
お
流
し
刺
し
網
漁
業
の
制
限
措
置
を
定
め

た
の
で
、
当
該
制
限
措
置
の
内
容
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申

請
す
べ
き
期
間
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

制
限
措
置
の
内
容

㈠

漁
業
種
類

と
び
う
お
流
し
刺
し
網
漁
業

㈡

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
等
の
数
及
び
船
舶
の

総
ト
ン
数
又
は
漁
業
者
の
数

ア

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
等
の
数

四
十
隻

イ

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
総
ト
ン
数

許
可
証
に
記
載
さ
れ
た
総
ト
ン
数

㈢

推
進
機
関
の
馬
力
数

定
め
な
し

㈣

操
業
区
域

伊
豆
諸
島
海
域
（
千
葉
県
、
神
奈
川
県
、
静
岡
県
と
の
境
か

ら
、
孀
婦
岩
と
北
之
島
と
の
中
間
線
ま
で
の
伊
豆
諸
島
地
先
海

面
）
の
う
ち
許
可
証
に
記
載
さ
れ
た
区
域

㈤

漁
業
時
期

周
年

㈥

漁
業
を
営
む
者
の
資
格

大
島
支
庁
、
三
宅
支
庁
及
び
八
丈
支
庁
管
内
に
住
所
を
有
す

る
漁
業
者
で
あ
る
こ
と
。

二

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

令
和
三
年
十
二
月
十
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
十
七
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
十
九
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
四
年
漁
期
に
お
け
る
と
び
う
お
流
し
ま
き
網
漁
業
の
制
限
措
置
を

定
め
た
の
で
、
当
該
制
限
措
置
の
内
容
及
び
許
可
を
申
請
す
べ
き
期

間
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
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令
和
三
年
十
二
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

制
限
措
置
の
内
容

㈠

漁
業
種
類

と
び
う
お
流
し
ま
き
網
漁
業

㈡

許
可
を
す
べ
き
船
舶
等
の
数
及
び
船
舶
の
総
ト
ン
数
又
は
漁

業
者
の
数

ア

許
可
を
す
べ
き
船
舶
等
の
数

定
め
な
し

イ

許
可
を
す
べ
き
船
舶
の
総
ト
ン
数

許
可
証
に
記
載
さ
れ
た
総
ト
ン
数

㈢

推
進
機
関
の
馬
力
数

定
め
な
し

㈣

操
業
区
域

伊
豆
諸
島
海
域
（
千
葉
県
、
神
奈
川
県
、
静
岡
県
と
の
境
か

ら
、
孀
婦
岩
と
北
之
島
と
の
中
間
線
ま
で
の
伊
豆
諸
島
地
先
海

面
）
及
び
小
笠
原
海
域
（
孀
婦
岩
と
北
之
島
と
の
中
間
線
か
ら

南
側
の
小
笠
原
諸
島
地
先
海
面
を
い
う
。
）
の
う
ち
許
可
証
に

記
載
さ
れ
て
い
る
区
域

㈤

漁
業
時
期

周
年

㈥

漁
業
を
営
む
者
の
資
格

東
京
都
島
し
ょ
部
に
住
所
を
有
し
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
が
東
京
都
島
し
ょ
区
域
に
あ
り
）
、
か

つ
、
船
舶
根
拠
地
が
東
京
都
島
し
ょ
区
域
に
あ
る
者
と
す
る
。

二

許
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

周
年

公

告

土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
に
つ
い
て

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
小
平
市
小
川
四
番
土
地
区
画
整
理
組
合
理

事
長
竹
松
和
彦
か
ら
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
十
二
月
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

国
分
寺
市
富
士
本
二
丁
目
十
五
番

四
か
ら
同
番
六
ま
で

国
分
寺
市
富
士
本
二
丁
目
十
四

番
地
五

尾
又

守

昭
島
市
緑
町
四
丁
目
二
千
六
百
九

番
一

福
生
市
加
美
平
二
丁
目
十
四
番

一
号

株
式
会
社
山
一
建
設

代
表
取
締
役

山
野
井

優

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
十
二
月
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

府
中
市
新
町
二
丁
目
二
十
二
番
五

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
十
二
月
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

狛
江
市
岩
戸
南
一
丁
目
千
番
八
、

千
一
番
四
、
同
番
七
、
千
二
番
三

及
び
同
番
四
の
一
部

狛
江
市
岩
戸
南
一
丁
目
三
番
二

十
五
号

土
屋

シ
メ
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